
 

◇児童の放課後対策に関する基本計画について（骨子案）  

 

 

■枚方市児童の放課後対策に関する基本計画 

計画の趣旨、位置づけ、策定の期間 

 

■枚方市の現状と課題 

・子どもたちを取り巻く本市の取り組み 

（放課後における既存事業の実績と課題） 

・児童の放課後の過ごし方に関する調査結果（平成 28年 10月） 

・留守家庭児童会室の利用等に関するアンケート調査結果（平成 29年 11月） 

・放課後子ども教室モデル事業（平成 30年度）の実施による課題抽出 

 

■計画の体系 

 

 

  

   放課後は、子どもたちにとっての自発的、自主的な諸活動が行われる自由な時空間 

放課後の時空間とその機能をあらためて子どもたちのものとして再生していく 

 

 

①子どもが自発的、自主的な諸活動を行うことができる環境の整備 

②子どもが自発性、自主性を発揮することができるような働きかけ 

     

  これまでの到達を活用した“子どもの権利”の具現化を 

 

 

 

■児童の放課後等の対策に関する取り組み 

 

 

■計画の目標値 

・放課後児童クラブ及び放課後子供教室の平成 36年度に達成されるべき目標事業量 

・小学校の余裕教室等の放課後児童クラブ及び放課後子供教室への活用に関する具体的な方策 等 

 

■計画の推進体制 

・進行管理 児童の放課後対策審議会  

 

第 6回 児童の放課後対策審議会 資料４  

【基本理念】 ～子どもの「放課後」を豊かに～ 放課後の再生 

【基本的な考え方】 



 

 

 


